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○長与町開発行為に関する条例 

令和３年９月２４日 

条例第２３号 

（目的） 

第１条 この条例は、町の行政区域内において行われる開発行為に関する協議その他の必

要な手続を定めることにより、無秩序な開発の防止、町民の健康で快適な生活環境の確

保及び自然環境の保護に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 開発行為 住宅用地、事業所用地又は工場用地の造成、建築物の建築、土石又は

鉱物の採取、水面の埋立てその他の目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 

(2) 開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。 

(3) 事業者 開発行為に関する工事の請負契約の発注者又は請負契約によらないで自

らその工事をする者をいう。 

(4) 工事施工者 開発行為に関する工事の請負人（下請負人を含む。）又は請負契約

によらないで自ら工事をする者をいう。 

(5) 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築

物をいう。 

(6) 建築 建築基準法第２条第１３号に規定する建築をいう。 

(7) 公共施設 道路、公園その他規則で定める公共の用に供する施設をいう。 

（町等の責務） 

第３条 町は、この条例の目的を達成するため、合理的な土地利用計画に基づく土地利用

に関する施策と相まって、健康で快適な生活環境の確保が図られるよう必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

２ 事業者及び工事施工者は、開発行為に係る事業の実施に当たっては、健康で快適な生

活環境の確保に努めるとともに、町が実施する土地利用に関する施策に協力しなければ

ならない。 

３ 町民は、町が実施する土地利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（町長との協議） 

第４条 町の行政区域内において、開発区域の面積が１，０００平方メートル以上の開発

行為その他規則で定める行為を行おうとする者は、開発行為に関する法令に基づく許

可、認可等の申請又は届出の手続を行う前（これらの手続を要しない開発行為にあって

は、開発行為又は開発行為に関する工事に着手する前）に、町長と協議しなければなら

ない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 

(1) 国又は地方公共団体が行う開発行為 
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(2) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の許可を受けて行う開発行為 

(3) 非常災害のための応急措置として行う開発行為 

(4) その他規則で定める開発行為 

２ 前項の協議（以下「開発協議」という。）の申出をしようとする者は、規則で定める

ところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を町長に提出しなければならない。 

(1) 開発区域（開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区）の位置、区域及

び規模 

(2) 開発区域内において予定される建築物の用途 

(3) 開発行為に関する設計（以下「設計」という。） 

(4) 工事施工者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

３ 前項の申出書には、第８条第１項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第２

項に規定する協議の経過を示す書面その他規則で定める図書を添付しなければならな

い。 

（開発協議事項） 

第５条 町長は、開発協議の申出を受けたときは、公共施設の適切な管理の確保その他の

第１条の目的に照らして必要と認める事項について協議を行うものとする。 

（関係者への周知等） 

第６条 開発協議の申出をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、

開発行為の計画を近隣に居住する町民、近隣の土地又は建築物の所有者その他利害関係

を有する者に対して周知し、当該開発行為について理解が得られるようにしなければな

らない。 

（設計者の資格） 

第７条 第４条第２項の場合において、設計に係る設計図書（開発行為に関する工事のう

ち規則で定めるものを実施するため必要な図面（現寸図その他これに類するものを除

く。）及び仕様書をいう。）は、規則で定める資格を有する者の作成したものでなけれ

ばならない。 

（公共施設の管理を担当する者の同意等） 

第８条 開発協議の申出をしようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施

設の管理を担当する者と協議し、その同意を得なければならない。 

２ 開発協議の申出をしようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工

事により設置される公共施設の管理を担当することとなる者と協議しなければならな

い。 

３ 前２項に規定する公共施設の管理を担当する者又は公共施設の管理を担当することと

なる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前２項の協議を行うものとす

る。 
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（協議結果の通知） 

第９条 町長は、開発協議を終えたときは、速やかにその結果を、その申出をした事業者

に対し通知するものとする。 

（変更の協議） 

第１０条 前条の規定による通知（以下「協議結果通知」という。）を受けた事業者は、

第４条第２項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合には、町長と協議をしなけれ

ばならない。ただし、変更の内容が規則で定める軽微なものであるときは、この限りで

ない。 

２ 事業者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を

町長に報告しなければならない。 

（再協議） 

第１１条 事業者は、協議結果通知を受けた日の翌日から起算して１年を経過する日後

に、当該協議結果通知に係る開発行為に関し法令に基づく許可、認可等の申請若しくは

届出を行おうとするとき、又は法令に基づく許可、認可等の申請若しくは届出を要せず

に当該開発行為に着手しようとするときは、改めて第４条第１項の規定により協議をし

なければならない。ただし、事業者が１年を経過する日までに、その理由を添えて、当

該申請若しくは届出を行うことができない旨又は開発行為に着手できない旨を町長に申

し出て、その承認を受けたときは、この限りでない。 

（工事の着手の報告） 

第１２条 協議結果通知を受けた事業者は、協議結果通知に係る工事に着手したときは、

速やかにその旨を町長に報告しなければならない。 

（工事完了の検査） 

第１３条 協議結果通知を受けた事業者は、当該開発区域（開発区域を工区に分けたとき

は、当該工区）の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、規則で定

めるところにより、その旨を町長に報告しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による報告があった場合は、遅滞なく、当該工事が協議結果通知

の内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、規則で

定める様式の検査済証を、当該協議結果通知を受けた事業者に交付しなければならな

い。 

（建築物の建築の時期） 

第１４条 協議結果通知を受けた事業者について、その開発協議に係る開発区域内の土地

における建築物の建築は、前条第２項の検査済証の交付を受けた日以後に行うこととす

る。ただし、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物の建築その他町長が支障がない

と認めるときは、この限りでない。 

（開発行為の廃止） 

第１５条 協議結果通知を受けた事業者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅
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滞なく、規則で定めるところにより、その旨を町長に報告しなければならない。 

（開発行為により設置された公共施設の管理） 

第１６条 協議結果通知を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設

置されたときは、その公共施設は、第１３条第２項の規定による検査済証の交付を受け

た日の翌日において、町の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者

が別にあるとき、又は第８条第２項の規定による協議により管理者について別段の定め

をしたときは、それらの者の管理に属するものとする。 

（公共施設の用に供する土地の寄附） 

第１７条 協議結果通知を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公

共施設の用に供する土地は、協議結果通知を受けた事業者が自ら管理するものを除き、

第１３条第２項の規定による検査済証の交付を受けた日の翌日において、前条の規定に

より当該公共施設を管理すべき者に寄附することとする。 

（報告及び立入調査） 

第１８条 町長は、この条例の目的達成のため必要な限度において、事業者に対し報告若

しくは資料の提出を求め、又は必要に応じて職員を工事の場所に立ち入らせ、当該土地

にある物件若しくは工事の実施の状況を調査させることができる。 

２ 前項の規定による立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携行し、関係者の請

求があったときは、これを提示しなければならない。 

（公表） 

第１９条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事業者がある場合は、その者の氏名及

び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに

その事実を公表することができる。 

(1) 開発協議をせずに開発行為又は開発行為に関する工事に着手した事業者（開発行

為に関する法令に基づく許可、認可等の申請又は届出をした者を含む。） 

(2) 虚偽の開発協議の申出をした事業者 

(3) 第１５条の規定による廃止の報告を行わなかった事業者 

(4) 前条第１項の規定による報告若しくは資料の求め又は立入調査を拒んだ事業者 

（規則への委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

（長与町土地開発に関する条例の廃止） 

２ 長与町土地開発に関する条例（昭和５２年条例第１０号）は、廃止する。 

 


